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正 誤 表 

更新日 令和 3年 8月 10 日 

 

●「三笠公園ほか４箇所指定管理者募集要項」 

P.24 16 横須賀市と指定管理者の責任分担 

【誤】 

項 目 内  容 市 
指定管理者 

(応募団体) 
備 考 

施設・設備・備品

等の損傷 

経年劣化及び第三者の行為から生じたも

ので相手方が特定できない施設・設備・備

品等の損傷のうち修繕費及び調査費等が

50 万円以下のもの（指定管理料の充当可） 

 
○   

経年劣化及び第三者の行為から生じたも

ので相手方が得的できない施設・設備・備

品等の損傷のうち修繕費及び調査費等が

50 万円いかのもの（ただし本市が施設機

能として必要と判断したものに限る） 

○ 
 

  

備品・消耗品の購

入 

施設の管理上必要な備品の更新及び購入

のうち、その費用が５万円以下のもの 
 ○  

施設の管理上必要な備品の更新及び購入

のうち、その費用が５万円を超えるもの 
○   

 

【正】 

項 目 内  容 市 
指定管理者 

(応募団体) 
備 考 

施設・設備・備品

等の損傷 

経年劣化及び第三者の行為から生じたも

ので相手方が特定できない施設・設備・備

品等の損傷のうち修繕費及び調査費等が

50 万円以下のもの（指定管理料の充当可） 

 
○   

経年劣化及び第三者の行為から生じたも

ので相手方が特定できない施設・設備・備

品等の損傷のうち修繕費及び調査費等が

50 万円を超えるもの（ただし本市が施設

機能として必要と判断したものに限る） 

○ 
 

  

備品・消耗品の購

入 

施設の管理上必要な備品の更新及び購入

のうち、その費用が 50 万円以下のもの 
 ○  

施設の管理上必要な備品の更新及び購入

のうち、その費用が 50 万円を超えるもの 
○   

 

 

●「資料１－２ ヴェルニー公園仕様書」 

P.5 ４ (2) ② ムービー観覧料（使用料） 
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【誤】ウ 指定管理者は、会計年度中のムービー観覧料の収入合計が 470 万円

を超えた場合には、超えた分に指定管理者が提案する割合を乗じた

額を市に納付すること。 

 

【正】ウ 指定管理者は、会計年度中のムービー観覧料の収入合計が 380 万円

を超えた場合には、超えた分に指定管理者が提案する割合を乗じた

額を市に納付すること。 

 

 

●「資料１－４ うみかぜ公園・海辺つり公園仕様書」 

P.11 ７ (3) 管理業務の運営状況報告について 

【誤】 

管理業務の運営状況について、市の指定した様式により作成し、翌月の 10 日

までに市に報告すること。また、業務の日報についても市の指定した様式により

作成すること。 

 

【正】 

管理業務の運営状況について、市の指定した様式により作成し、翌月の 15 日

までに市に報告すること。また、業務の日報についても市の指定した様式により

作成すること。 

 

別表１ 港湾緑地管理に係る主な業務内容 

【誤】 

うみかぜ公園 

項目 必要管理項目 頻度 主な実施者 

駐車場管理 

駐車場使用料収納  最低週 4回（月木土日） 委託 

駐車場使用料運搬  収納業務に伴う 委託 

駐車場使用料保管  収納業務に伴う 委託 

 

海辺つり公園 

項目 必要管理項目 頻度 主な実施者 

駐車場管理 

駐車場使用料収納  最低週１回（日） 委託 

駐車場使用料運搬  収納業務に伴う 委託 

駐車場使用料保管  収納業務に伴う 職員 

保守点検 給水設備関係 ポンプ保守管理 年２回以上 委託 
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【正】 

うみかぜ公園 

項目 必要管理項目 頻度 主な実施者 

駐車場管理 

駐車場使用料収納  最低週 4回（月木土日） 委託 

駐車場使用料運搬  収納業務に伴う 委託 

駐車場使用料保管  収納業務に伴う 委託 

※駐車場管理（収納、運搬、保管） → 削除 

 

海辺つり公園 

項目 必要管理項目 頻度 主な実施者 

駐車場管理 

駐車場使用料収納  最低週１回（日） 委託 

駐車場使用料運搬  収納業務に伴う 委託 

駐車場使用料保管  収納業務に伴う 職員 

保守点検 排水設備関係 ポンプ保守管理 年２回以上 委託 

※駐車場管理（収納、運搬、保管） →  削除 

 保守点検「給水設備関係」    → 「排水設備関係」 

 

 

●「資料３ 施設概要」 

三笠公園 

指定管理施設 ④ 機械棟 → 写真変更 

 

平和中央公園 

 行政財産目的外施設 ① 横須賀市文化会館（一部） → 追記 

 

 

 


